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埼玉県次期健康増進事業 

栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務企画提案募集要項 

 

 

１  本業務の目的 

本県では、誰もが毎日を健康で生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会」を実現するため、平

成２４年度から健康長寿埼玉プロジェクトを推進している。その中で、健康づくりの更なる普及拡大を

進めるため、ウォーキングや健康づくり事業に参加してポイントを貯め、そのポイントに応じた特典を

受けることができる「健康マイレージ制度」を平成２９年度に導入した。 

そのコバトン健康マイレージの運用開始から５年が経過したため、効果検証を実施した。その結果、

歩数管理だけではなく、その他のヘルスケアデータの管理等も支援していく必要があることが示唆さ

れた。 

本件では、その結果を踏まえて、市町村等が行う保健指導や健康づくり事業に活用できる既存民間

アプリのリソースを利用したアプリサービスの調達を行うものである。 

 

２  委託業務名 

   埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務 

 

３  履行期間 

 契約締結の日から令和６年３月３１日までとする。 

  

４  予算額 

５，５００，０００円（消費税及び地方消費税 10％を含む。） 

※本事業の契約に係る上限額（税込み）であり、予定価格はこの範囲で別途算定する。 

 

５  委託業務の内容 

「埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務提案要求仕様書」のとおり。 

 

６  応募資格 

応募できるのは、次の項目のすべてを満たす者とする。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）  埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により埼玉県の一般競争入札に参

加させないこととされた者でないこと。 

（３）  本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

（４）  本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１

年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 

（５）  ISMS 認証又はプライバシーマークの認定を受けている者であること。 

（６）  これまでに健康管理アプリ（Android OS 及び iOS の両方）の開発実績を有すること。 

（７）  開発した健康管理アプリについて、地方公共団体又は企業での採用実績があること。 

 

７  企画提案競技参加及び参加資格の申込 

（１）提出物 
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ア 埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務に係る企画提案競技参

加申込書【様式第１号】  

イ 会社概要【様式第２号】 

※併せて会社概要パンフレット等を添付すること。 

ウ スマートフォンアプリ開発及び採用実績調書【様式第３号】 

（２） 提出方法 

「18 担当窓口・提出先」に記載の窓口に電子メール又は、持参、郵送で提出すること。また、郵送

の場合は、原則として書留とすること。 

電子メールの件名は「【提案書等】埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス

提供業務」とすること。 

また、到達の確実を期するため、電子メール送信後、提出日のうちに電話により着信の確認を行う

こと。 

（３） 提出期限 

ア 電子メール又は持参の場合 令和５年８月２５日（金）午後５時まで 

イ 郵送の場合               令和５年８月２４日（木）必着 

（４） 参加資格確認結果 

参加に必要とされる要件を確認した後、結果を令和５年８月３０日（水）までに電子メールで通知す

る。 

 

８  企画提案書等の提出 

企画提案に当たっては、以下の要件で書類を提出すること。 

（１） 提出物 

ア 企画提案書 

・ 埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務企画提案書を提出す

ること。 

・ 日本語で横書きに記載し、目次及びページ番号を付与すること。 

・ 提案書はＡ４版、概ね４０ページ程度（最大５０ページの範囲内）で作成すること。 

・ 実施スケジュール等、必要に応じてＡ３等サイズの異なる用紙を用いることを可とするが、企画

提案書全体を１冊にまとめて提出すること。 

・ ＩＣＴに関する専門的な知識の有無に関わらず審査を行えるよう、提案内容に情報技術等に

関する専門用語を含む場合は、用語の説明を付すなど可能な限り簡潔且つ明瞭に記載するこ

と。 

イ 見積書（様式任意） 

・ 埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務提案要求仕様書に記

載した内容について、見積金額を記載すること。 

・ 令和 6 年度以降のランニングコストに係る見積金額を記載すること。 

・ 追加提案等で本調達範囲外となる場合には、見積書に「本調達外提案」と表記し、見積金額を

記載すること。 

・ 見積書は、項目、単価等を明らかにした積算内訳とすること。 

・ 消費税を含めた額が予定価格を超過した場合は失格となるので注意すること。 

・ 見積書の宛名は「埼玉県知事 大野元裕」宛とし、代表者印の押印は不要とする。 

（２） ファイル形式 
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企画提案書及び見積書のファイル形式は、Microsoft Office 形式（Office 2019 で使用可

能なもの）又は PDF 形式とすること。 

（３） 提出期限・提出方法 

 令和５年９月６日（水）午後５時までに、電子メールにより、「18 担当窓口・提出先」に記載のメー

ルアドレスあて提出すること。電子メールの件名は「【提案書等】埼玉県次期健康増進事業 栄養・総

合管理アプリ構築・サービス提供業務」とすること。 

 また、到達の確実を期するため、電子メール送信後、提出日のうちに電話により着信の確認を行

うこと。 

（４） 企画提案書の記載項目 

 企画提案書は、仕様書の記載内容を踏まえ、別紙「評価項目書」に則し、作成すること。 

（５） その他要件 

ア 企画提案書等の提出については、１提案者につき１提案に限る。複数の提案はできない。 

イ 企画提案書等の提出後は、その内容を本県の承諾なしに変更することはできない。また、提出さ

れた企画提案書等は一切返却しない。 

（６） 提案書の拘束力 

   採用された提案書に記載されている事項及びプレゼンテーションで説明した事項に基づき、

契約締結段階において契約書の仕様書に、追加、変更又は削除を行うことがある。 

（７） 提案書の取扱い 

   企画提案の際に提出される書類に含まれる著作物の著作権は、企画提案参加者に帰属す

る。ただし、提出された提案書は、すべて「埼玉県情報公開条例」に基づく情報公開の対象と

する。提出された企画提案書において企業秘密に該当する部分については、その旨を明示す

ること。 

 

９  質問事項受付 

募集要項の内容等に関する質問は次のとおり受け付ける。 

（１） 受付期間 

 令和５年８月９日（水）午後５時まで 

（２） 受付方法 

募集要項の内容等に関する質問書【様式第４号】に記入の上、電子メールで提出すること。 

（提出先アドレス）a3570-02@pref.saitama.lg.jp  

提出の際の件名は「【質問書】埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供

業務」とすること。  

また、到達の確実を期するため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で着信の確認を行うこと。  

受付期間以外の質問及び指定する書式や方法によらない質問は、一切受け付けない。ただし、企画

提案競技の手続など事務手続に関する質問はこの限りではない。 

（３） 回答方法 

質問に対する回答は質問を行った事業者名を伏せて、令和５年８月１８日（金）午後５時までに県ホ

ームページに掲載する。 

 

１０  契約先候補者の選定方法 

 契約先候補者の審査については、次のとおりとする。 

（１） 第一次審査（書類審査）  

mailto:a3570-02@pref.saitama.lg.jp
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ア 企画提案書及び応募資格ほか提出書類に基づく書類審査を実施する。ただし、応募者が３

者以下の場合は、応募資格ほか提出書類を確認後、以下「（２）第二次審査（プレゼンテーショ

ン）」の審査のみを実施する。 

イ 第一次審査の結果は応募者全員に電子メールで連絡する。 

ウ 第一次審査通過者は、３者を想定している。 

エ 第一次審査通過者には、第二次審査（プレゼンテーション）を行う。 

オ 審査の結果は、９月１１日（月）午後５時までに応募者全員に電子メールで連絡する。 

 

（２） 第二次審査（プレゼンテーション） 

ア プレゼンテーションの内容は企画提案書に基づくものとし、提案者が訴求したい点等につい

て説明を行うこと。 

イ プレゼンテーションの会場における追加資料の配布等は不可とする。 

ウ プレゼンテーションによる審査は令和５年９月２０日（水）に行う予定である。（予備日 9 月

21 日（木）） 

エ 審査委員からの質疑については、応答すること。 

オ プレゼンテーションの日時、場所、開催方法等の詳細は、第一次審査の通過者に第一次審査

の結果とともに電子メールで連絡する。 

カ プレゼンテーションは、本業務のプロジェクト監理者又はプロジェクト構成メンバーとして従

事する予定の者が説明及び質疑に対する回答を行うこと。 

キ 審査の結果は、９月下旬にプレゼンテーション実施者全員に電子メールで連絡する。 

 

１１  失格要件 

 プレゼンテーション審査に応じない参加者は失格とする。 

 

１２  契約先候補者の決定方法 

県は業務に関する企画提案競技審査委員会により、提出された企画提案書及びその他提出書類を

別添「企画提案評価基準」及び「評価項目書」により審査し、総合点が最も高かった提案者を契約先候

補者に決定する。 

 

１３  契約の相手方の決定方法  

業務内容に関する細目事項等について、提案された内容を加え、契約先候補者と県の間で協議の

上、委託契約書を締結する。 

なお、契約先候補者と協議が整わない場合や、契約締結までの間に契約候補先に事故のある場合

等は、総合点が２番目に高かった者と改めて協議を行う。 

また、協議の上、企画提案の一部を変更する場合もある。 

 

１４  契約保証金  

（１） 「13 契約の相手方の決定方法」により埼玉県と合意に達した契約先候補者は、埼玉県財務規則第８

１条第１項の規定により契約締結の日までに契約保証金(契約金額の 100 分の 1 以上)を納めるこ

と。 

（２） 上記に関わらず、埼玉県財務規則第８１条第２項に該当するときは契約保証金の全部又は一部を免
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除する。 

 

１５  その他留意事項  

（１） この企画提案競技に関して要した費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）  埼玉県が提供した資料等については、第三者に漏らしたり、この企画提案競技及び契約以外の目

的で使用することは禁止する。 

 

１６  配布資料  

（１） 募集要項 

（２） 募集要項【様式第１号】 埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務に

係る企画提案参加申込書 

（３） 募集要項【様式第２号】 会社概要 

（４） 募集要項【様式第３号】 スマートフォンアプリ開発及び採用実績調書 

（５） 募集要項【様式第４号】  質問書 

（６） 企画提案評価基準・評価項目書 

（７） 契約書（案） 

（８） 埼玉県次期健康増進事業 栄養・総合管理アプリ構築・サービス提供業務提案要求仕様書 

（９） 情報セキュリティ特記仕様書 

 

１７  スケジュール  

日 程 内 容 備考 

８月1日（火） 公募（ホームページ掲載）  

８月９日（水）17:00まで 質問の提出期限  

８月１８日（金）17:00まで 質問に対する回答（県）  

８月２５日（金）17:00まで 企画提案競技への参加申込み締切 郵送の場合は２４日(月)必着 

８月３０日（水）17:00まで 資格確認結果通知（県）  

９月６日（水）17:00まで 企画提案書の提出期限  

９月１１日（月）17:00まで 第一次審査（書類審査）の結果通知（県） 4 者以上参加の場合のみ 

９月２０日（水） 第二次審査（プレゼンテーション） 
・予備日 9/21(木) 

・参加が必須要件 

９月中 契約先候補者決定通知・契約締結  

 

１８  担当窓口・提出先 

■名  称  埼玉県保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当 

■所 在 地  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号（本庁舎４階）      

■電話番号  ０４８－８３０－３５７８（直通） 

■メールアドレス   a3570-02@pref.saitama.lg.jp  

mailto:a3570-02@pref.saitama.lg.jp

